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項
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散
等
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係
る
政
治
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体
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治
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金
規
正
法
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九
条
第
三
項
第

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

報報
の
正
誤
（
平
成
二
十
五
年
六
月
二

砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
の
解

砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
（
砂

路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）

告規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備

共
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）
…
…
…

管
告
示

治
団
体
の
名
称
等
…
…
…
…
…
…
…

目

次

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機

地
改
良
事
業
施
行
の
認
可
（
農
村
整

砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
の
解
除
（

砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
（
砂
防
課

週
火
・
金
曜
日
発
行
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…

二
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に
該
当
す
る
旨
の
届
出
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あ
っ
た
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

十
八
日
山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
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除
（
砂
防
課
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…
…
…
…
…
…
…
…
…

防
課
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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三
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課
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…
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…
…
…
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…
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…
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指
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厚
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…

備
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…
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防
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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資
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…
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…
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…
…
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…
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（
商
政
課
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…
三

…
…
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…
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四
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一
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一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

山
口
県
告
示
第
四
百
七
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

規
土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

土
地
改
良
区
の
名
称

柳
井
市
土
地
改
良
区

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

医
療
法
人
お
か
は

ら
会
お
げ
ん
き
ハ

グ
ニ
テ
ィ

大
島
郡
周

町
大
字
小

の
四

山
口
県
告
示
第
四
百
六
十
九

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

医

療

名

称

フ
ァ
ミ
リ
ー
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

告

山
口
県
告
示
第
四
百
六
十
八

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進

の
と
お
り
認
可
し
た
。

日

山
口
県
知
事

山
口
県

施
行
地
区

事
業
の

見
貫
池
地
区

た
め
池
の

等

訪
問
看
護
ス
テ
ー

務
所

名

称

所

防
大
島

松
九
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
な
な
い
ろ

大町の

号
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十

日

山
口
県
知
事

山
口
県

機

関

所

在

山
口
市
平
井
六
六
五
の
三

示

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十

関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

一

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則

種
類

認

可

年

月

日

整
備

平
成
二
五
、
十
二
、

シ
ョ
ン
等

指
定
年
月
日

在

地

島
郡
周
防
大
島

大
字
小
松
九
一

四

平
成
二
五
、
八
、

八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則

指

定

年

月

日

地

平
成
二
三
、
一
一
、

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

律 二 一新 一 の

告

示



平成 年 月 日 火曜日

一二三土
木

山 口

山
土

第
五

る
。

（定期）県 報

二三土
木

第 号

第
五

二
十

り
解

一

区
域
の
名
称

小
野

、
小
野

、
際
波

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の

港
湾
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

口
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土

十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日

際
波

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の

港
湾
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

十
七
号
）
第
六
条
第
六
項
の
規
定

三
年
山
口
県
告
示
第
四
百
八
十
七

除
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

、
東
岐
波

然
現
象
の
種
類

図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂

す
る
。
）

砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

然
現
象
の
種
類

図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂

す
る
。
）

に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域

号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

防
課
及
び
宇
部
市
土
木
建
築
部

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す

代
理
者

事

藤

部

秀

則

防
課
及
び
宇
部
市
土
木
建
築
部

の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お

代
理
者

事

藤

部

秀

則

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

際
波

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

土
木
港
湾
課
に
備
え
置
い
て
縦

山
口
県
告
示
第
四
百
七
十
二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

第
五
十
七
号
）
第
八
条
第
八
項

（
平
成
二
十
三
年
山
口
県
告
示

一

区
域
の
名
称

西
岐
波

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

地
滑
り

一

区
域
の
名
称

小
野

、
小
野

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

土
木
港
湾
課
に
備
え
置
い
て
縦

な
る
自
然
現
象
の
種
類

日

山
口
県
知
事

山
口
県

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築

覧
に
供
す
る
。
）

号
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進

の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別

第
四
百
八
十
八
号
）
に
よ
り
指
定

な
る
自
然
現
象
の
種
類

な
る
自
然
現
象
の
種
類

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築

覧
に
供
す
る
。
）

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則

部
砂
防
課
及
び
宇
部
市
土
木
建
築

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告

さ
れ
た
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
の

部
砂
防
課
及
び
宇
部
市
土
木
建
築

二

部律示指 部



平成 年 月 日 火曜日

一二三四

山 口 県

二三四土
木

（定期）報

第
五

す
る

一

第 号

土
木

山
土

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の

区
域
の
名
称

小
野

、
小
野

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自

土
石
流

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自

急
傾
斜
地
の
崩
壊

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の

港
湾
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定

。平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日

区
域
の
名
称

小
野

、
小
野

、
際
波

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の

港
湾
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

口
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土

図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂

然
現
象
の
種
類

衝
撃
に
関
す
る
事
項

然
現
象
の
種
類

衝
撃
に
関
す
る
事
項

図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂

す
る
。
）

に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

、
東
岐
波

図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂

す
る
。
）

砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

防
課
及
び
宇
部
市
土
木
建
築
部

防
課
及
び
宇
部
市
土
木
建
築
部

区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定

代
理
者

事

藤

部

秀

則

防
課
及
び
宇
部
市
土
木
建
築
部

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

所
在
地

宇
部
市
恩
田

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
五

工
労
働
部
商
政
課
及
び
宇
部
市

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

コ
ー
プ
宇
部

公

（
四
一
一
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
五
年
七
月
二
十
六
日
山
口

宇
部
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

地

名

及

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
字
中
村
三
二
二

一 土
木
港
湾
課
に
備
え
置
い
て
縦

山
口
県
告
示
第
四
百
七
十
四

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し

そ
の
関
係
図
面
は
、
宇
部
土

町
二
丁
目
二
番
一
五
号

は
な
い
。

年
十
二
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六

産
業
経
済
部
商
業
振
興
課
に
お
い

日

山
口
県
知
事

山
口
県

及
び
所
在
地

店

告

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

県
公
告
（
二
五
二
）
に
係
る
大
規

た
。

日

山
口
県
知
事

山
口
県

び

番

地

幅（メ
ー
ト

三
の
一
及
び
三
二
二
四
の
四
・
一

六

覧
に
供
す
る
。
）

号
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

た
。

木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦

三

年
一
月
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則

員ル）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

指
定
年
月
日

・
一

五
五
・
七
平
成
二
五
、

一
一
、
二

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

覧
に
供
す
る
。

商 成り 七 路

公

告



平

二

成 年 月 日 火曜日

工
労

一

山 口

（
四大

二
十

美
祢当

（定期）県 報

ま
す

一二

第 号

（
四大

二
十

山
陽当

工
労

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

働
部
商
政
課
及
び
美
祢
市
建
設
経

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

フ
ジ
美
祢
店

所
在
地

美
祢
市
大
嶺
町
東
分

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

一
三
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

五
年
七
月
二
十
六
日
山
口
県
公
告

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二

。平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

コ
ー
プ
小
野
田
店

所
在
地

山
陽
小
野
田
市
日
の

意
見
の
概
要

一
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

五
年
七
月
二
十
六
日
山
口
県
公
告

小
野
田
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し

該
意
見
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二

働
部
商
政
課
及
び
山
陽
小
野
田
市

。 済
部
商
工
労
働
課
に
お
い
て
公

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

在
地

三
四
六
九
の
一

。第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
二
五
六
）
に
係
る
大
規
模
小

月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
一

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

在
地

出
二
丁
目
四
の
一

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
二
五
四
）
に
係
る
大
規
模
小

た
。

月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
一

産
業
建
設
部
商
工
労
働
観
光
課

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

代
理
者

事

藤

部

秀

則

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

月
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

代
理
者

事

藤

部

秀

則

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

月
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

柳
井
市
土
地
改
良
区

二

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

柳
井
市
土
地
改
良
区

（
四
一
四
）
土
地
改
良
区
の
役

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

監
事

理

事

松
村

節
雄

柳
井

岩
村

茂

勝
本

澄
人

清
重

一
男

監

事

山
本

均

山
崎

志
郎

重
岡

稔

理
事
の
別

氏

名

住

長
田

勝
一

篠
脇

文
毅

森
中

豊

槇
本

正
男

重
本

昭
平

守
重

賢
一

大
竹

修
二

長
川

敬
治

理
事

監
事
の
別

氏

名

住

理

事

末
政

敬
悟

柳
井

稲
政

望

石
丸

東
海

下
土
井

進

北
村

富
夫

員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八

の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り

日

山
口
県
知
事

山
口
県

市
柳
井
七
三
二
九

一
六
七
四

六
五
四
四

阿
月
一
二
六
七

新
庄
一
二
九
一
の
二

日
積
七
二
一
二

伊
陸
八
二
四

所

新
庄
二
五
六
六

一
一
三
四

日
積
二
九
四
五

三
九
六
四

天
神
五
の
一
三

日
積
五
二
三

伊
陸
二
八
六
六
の
一

四
七
四
三
の
二

所

市
柳
井
六
二
七
一
の
二

六
七
五
九

余
田
一
九

四
の
二

三

一
二
の
一

一
三
八
六
の
一

条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

ま
し
た
。

職
務
代
理
者

副
知
事

藤

部

秀

則

四

地



平成 年 月 日 火曜日

一二三

山 口 県

（
四測

第
一

た
。

（定期）報 第 号

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ

作
業
の
地
域

宇
部
市

作
業
の
期
間

一
五
）
公
共
測
量
の
実
施

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
部
市
長
か

監

か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

山
口
県
知
事
職
務

山
口
県
副
知

作
成
） 森

中

豊

日

森
弘

幸
生

伊

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実

長
尾

賢
正

重
本

昭
平

天

政
次

満
太

日

大
竹

修
二

伊

長
川

敬
治

梶
川

輝
明

清
重

一
男

阿

事

沖
永

昌
則

余

末
政

敬
悟

石
丸

東
海

余

下
土
井

進

森
田

幸
男

海
田

博
之

新

河
村

利
博

槇
本

正
男

日
一
日
ま
で

代
理
者

事

藤

部

秀

則

積
二
九
四
五

陸
二
二
七
六
の
二

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

五

五
一
の
三

神
五
の
一
三

積
三
三
四

陸
二
八
六
六
の
一

四
七
四
三
の
二

六
一

月
一
二
六
七

田
一
三
二

の
一

六
二
七
一
の
二

田
一
九

四
の
二

三

一
二
の
一

九
二
九

庄
一
一
三
六

二
九
二
五
の
二

積
三
九
六
四

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

選
挙
管

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

示
第
百
二
十
九
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

日 日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

理
委
員
会

示
第
百
二
十
八
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

五

委
員
長

中

村

正

昭

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

委
員
長

中

村

正

昭

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が が

選
挙
管
理
委
員
会



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日

山
政

が
あ

山 口 定期）県 報

山
政

が
あ

第 号

十
五
年
十
二
月
十
日
印
刷

十
五
年
十
二
月
十
日
発
行

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

第
百
三
十
一
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九

金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

第
百
三
十
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七

名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

庁事
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

の
と
お
り
で
あ
る
。

長

中

村

正

昭

長

中

村

正

昭

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

る
。

八一

・
字

五
七

図
に

に
示

六

七

三
五

限
る

七

八

三
五

限
る

三
五

（
岩
国
市
）
）

ペ
ー
ジ

段

行

四

上

四

五

二字
板

六
の

雑

正

誤

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八

青
笹
三
五
七
の
二
・
字
黒
滝
平
三

の
三
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の

示
す
部
分
に
限
る
。
）

す
部
分
に
限
る
。
）

一
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

。
）

五
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

。
）

五
の
三
・
字
槙
尾
山
三
五
七
の
一

誤

六
の
一
・
字
金
地
二
一
六
の
二
・

押
二
一
六
の
二
・
字
楢
木
尾
二
一

三
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図

報

日
山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
号
（

三
五
五
の
三
、
字
槙
尾
山
三
五
七
の

一
、
字
青
笹
三
五
七
の
二
、
字
黒
滝
平

三
五
七
の
三

示
す
部
分
に
限
る
。
）

三
五
一
の
一

三
五
五
の
一

正

二

六
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
字
金
地
二
一
六
の
二
、
字

板
押
二
一
六
の
二
・
字
楢
木
尾
二
一
六

の
三
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安

六

林

雑

報


